
＜重要事項！！  必ずご確認下さい。＞

①印刷画面の上部メニュー（特殊機能[申請書印刷]・設定[総括票印刷][印刷設定]）等の

    設定を変更した場合は、「プレビュー」もしくは「印刷」処理を行って下さい。処理を行わずに

「戻る」を押して戻った場合は、変更した設定が保存されませんのでご注意下さい。

② ① の設定の変更については、パソコン及び拠点ごとでの設定が必要になりますのでご注意下さい。

③レセプト発行画面より印刷処理にて印刷する場合も、①の設定変更作業を行った上で、

    印刷を行って下さい。

④ 下記内容につきましては、大阪国保連合会へ提出する申請書を想定しております。大阪国保連

以外に提出する申請書につきましては、各保険者様の判断となりますので、ご確認をお願い致します。

♦申請書の出力について

1.メインメニューから提出帳票印刷をクリックします。

2.申請書をクリックします。

  大阪用申請書及び総括表(Ⅱ)　出力方法



3.特殊機能の「一部負担金は、最終負担額を表示」を選択します。

４.申請書のプレビューを行いご利用者様の一部負担額の表示が最終自己負担額となっていることを確認して

印刷を行って下さい。

5.療養費支給申請書の一部負担金の表示が最終負担額の表示になります。

例)実日数1日 国保一般+公費あり  合計金額 5910円の場合

主保険の申請書の一部負担金

も最終自己負担額を表示します



♦総括表の出力について

５.提出帳票管理の中の総括表をクリックします。

６.設定の「療養費支給申請総括票（受領委任）」を選択し、

「計算する自己負担」を選択し、「最終負担金」を選択します。

７.帳票種類で「右リストから選択」を選択し、プルダウンから

「療養費支給申請総括表（Ⅱ）（大阪）」を選択します。



８.プレビューで内容を確認後、内容に問題無ければ印刷を行って下さい。

※療養費支給申請総括表(Ⅰ)・(Ⅱ)(大阪)の抽出対象となるのは、保険者データで受領委任参加設定が

行われている保険者となりますので保険者データ管理より、受領委任の設定を行って下さい。

９．支給申請総括表（Ⅱ）（大阪）一部負担金が最終負担金で表示されます。

★計算する自己負担が「負担割合での金額」の場合

★計算する自己負担が「最終負担金」の場合

例)療養費支給申請総括表(Ⅱ)一部負担金の表示について

実日数1日国保一般(3割負担)+公費負担あり合計金額 5,910円の場合

一部負担金の表示 1,773円 ⇒ 負担割合での金額



1.メインメニューから提出帳票印刷をクリックします。

2.総括表をクリックします。

総括表の施術管理者名表示対応



３.帳票種類で「右リストから選択」を選択し、プルダウンから

「療養費支給申請総括表（Ⅰ）」を選択します。

4.プレビューで確認後、印刷を行って下さい。

施術内容の抽出条件によって総括票の登録記号番号・施術管理者の表記が以下の通り変わります。

マッサージ・はりきゅうそれぞれの

施術管理者名・登録記号番号が

表示されます。

マッサージ はり きゅう



マッサージの施術管理者名・

登録記号番号が表示されます。

はりきゅうの施術管理者名・

登録記号番号が表示されます。

はり きゅう

マッサージ



1.メインメニューから提出帳票印刷をクリックします。

2.申請書をクリックします。

申請書の施術証明欄の代理人文言対応



3.印刷設定の項目に「施術証明欄の代理人委任文言」が追加されています。

「施術管理者と代理人が異なる場合に表示」・「常に表示」のいずれかを選択します。

「施術管理者と代理人が異なる場合に表示」を選択

　　　・・・代理人の氏名に施術管理者名を含む場合は、申請書の施術証明欄に文言は表示されません。

「常に表示」を選択

　　　・・・無条件に申請書の施術証明欄に文言が表示されます。

4.プレビューで内容を確認して問題なければ印刷をクリックして出力します。

5．上記設定に応じて申請書の施術証明欄に「療養費の受領を下記の代理人に委任します。」

の文言が表示されます。


